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児童扶養手当資格喪失処 消請求 件

奈良地裁 成 行ウ 第一

成 九 決

原告 原 美

被告 奈良県知

理人 川口泰 岸 温幸 前川 和 西川裕 西仲光弘 一

主 文主 文主 文主 文

一 被告 原告 対 成 一 七 付け 児童扶養手当

給資格喪失処 消

訴訟費用 被告 負担

実及び理実及び理実及び理実及び理

第一 請求 趣旨

主文 旨

第 案 概要

件 原告 婚姻 婚姻 届出 い い 実 婚姻関

様 情 あ 場合 含 右 う 情 実婚 いう

い 児童 右 児童 婚姻外 児童 いう 懐胎 出産

そ 児童 監護 被告 児童扶養手当 支給 け い こ

被告 右児童 父 右児童 認知 こ 理 児童扶養手当 給

資格喪失処 件処 いう 原告 被告 対

婚姻外 児童 父 認知さ 児童扶養手当 支給 い 規定

い 児童扶養手当法 法 いう 施行 施行 い

う 一条 第 尾 括弧書 件括弧書 いう 法

定 憲法一四条 無効 あ 主張 右規定 基

件処 消 求 案 あ

児童扶養手当法 昭和 法 第

一条 目的
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こ 法 父 生計 い い児童 育成さ 家庭 生活

定 自立 進 寄 当該児童 い 児童扶養手当 支給

児童 福祉 増進 こ 目的

条 児童扶養手当 趣旨

児童扶養手当 児童 心身 健や 成長 寄 こ 趣旨

支給さ あ そ 支給 け 者 こ そ 趣旨 従

用い け い

児童扶養手当 支給 婚姻関 解消 父 児童 対 履行

べ 扶養義務 程度又 内容 変更 い 昭和 法 第

四 追加

条 用語 定義

こ 法 い 児童 一 歳 満 者又 歳 満 者

定 程度 害 状態 あ 者 いい 一項 婚姻 婚姻

届出 い い 実 婚姻関 様 情 あ 場合 含

配偶者 婚姻 届出 い い 実 婚姻関 様 情

あ 者 含 父 母 児童 懐胎 当時婚姻 届出 い

い そ 母 実 婚姻関 様 情 あ 者 含

項

四条 支給要件

都道府県知 ア父母 婚姻 解消 児童 一項一 イ父 死亡

児童 一項 ウ父 定 程度 害 状態 あ 児童

一項 エ父 生死 明 い児童 一項四 オそ 前各

準 状態 あ 児童 定 一項 い 該

当 児童 母 い そ 養育者 そ 児童 監護 そ 母

対 児童扶養手当 支給 一項 右 規定 わ 父 生計

い 項 母 配偶者 養育さ い

項七 該当 児童扶養手当 支給 い 項

施行 一条 法四条一項 定 児童

一 父 母 児童 懐胎 当時婚姻 届出 い い そ 母

実 婚姻関 様 情 あ 者 含 い

引 一 遺棄 い 児童

父 法 引 一 拘禁さ い 児童

母 婚姻 婚姻 届出 い い 実 婚姻関 様 情

あ 場合 含 い 懐胎 児童 父 認知さ 児童

除

四 前 該当 う 明 い児童
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法制定当時 衆参両議院社会労働委員会 府 制度 実施

あ そ 原因 い 問わ 父 生計 い い

べ 児童 対象 児童扶養手当 支給 う措置 べ こ 附

決議 い 証拠略

件処 経緯 こ 実 当 者間 い い

一 原告 婚姻 実婚 含 い 原 裕 件児

童 いう 懐胎 成 一一 一 出産 現在 件児童

監護 い 件児童 成 一 そ 父 あ 開 邦夫

認知さ

原告 成 一 一 奈良県桜 市長 対 件児童 対象

児童 児童扶養手当認定請求書 提出 被告 給資格 認定さ

児童扶養手当認定通知書 交付 け 児童扶養手当

支給さ い こ 被告 原告 対 成 一 七 付け

件児童 認知 さ 件括弧書 成 一 児

童扶養手当 給資格 消滅 児童扶養手当資格喪失通知書 交

付 原告 件処 服 一一 被告 対 異議

申立 被告 成 一 付け 右申立 棄却 決定

点

件 点 主 件括弧書 法 定 憲法一四条

違 否 点 あ

原告 主張

一 憲法一四条違

父母 法 婚 解消 児童

父母 法 婚 解消 児童 父 扶養義務 民法 七七条一項

あ こ 父 認知 法七七九条 さ 遡及的 父子関 生

法七 四条 児童 場合 あ 父母 法 婚 解消

児童 監護者 児童扶養手当 支給さ 法四条一項一 対 認

知さ 実婚外 非嫡出子 監護者 児童扶養手当 支給さ い

法 定 憲法一四条 違背 件括弧書 無効 あ

婚姻外 児童 一般的 法 婚 解消 家庭 児童 比 劣悪 生

活環境 養育さ 父 認知 あ 生活環境 改善

さ 可能性 僅 あ 認知 理 児童扶養手当 支給 打

合理 あ 父 認知 一 遺棄 い 児童扶養手

当 支給さ こ 施行 一条 第一 こ 父母 法

婚 解消 児童 比較 明 合理 差 あ
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認知さ 実婚 内縁 児童

母 児童 懐胎 当時 実婚 内縁 関 あ 児童 い 父

母 実婚関 解消 児童 認知さ 場合 当該児童 監護

者 対 児童扶養手当 支給さ 認知さ 婚姻外 児童 児

童扶養手当 支給 い 明 合理 差 あ 憲法一四条 違

背

条約違

件規定括弧書 世界人権宣言 条 項 子供 権利宣言 一

条 市民的及び 治的権利 関 国 規約 昭和 四 条約第七

いわゆ Ｂ規約 四条一項 児童 権利 児童 権利 関

条約 成 条約第 条一項 女子 対 あ ゆ 形態 差

撤廃 関 条約 昭和 条約第七 一 条一項ｄ 違

児童扶養手当法違

法 前記 児童扶養手当 支給要件 四条一項一 い 四

ア父母 婚姻 解消 児童 イ父 死亡 児童 ウ父 定

程度 害 状態 あ 児童 エ父 生死 明 い児童 そ

条 そ 前各 準 状態 あ 児童 定 規

定 右ア い エ 外 支給要件 委任 い 法一条 目

的 衆参両議院社会労働委員会 附 決議 照 婚姻外 児童 認知

さ 父 生計 わけ 父母 婚姻 解消

場合 何 異 こ い 認知さ こ 支給要件

件括弧書 明 法 委任 範 逸脱 あ

被告 主張

一 憲法一四条違 い

理 件括弧書 合理性 憲法一四条 違背

い

婚姻外 児童 い 認知 前 そ 扶養状況 母

あ 父 認知 児童 扶養 義務 負う者 新 場

いう児童 好 い 情 生

父母 婚 場合 ，婚姻外 児童 父 認知 場合 父 児童

対 扶養義務 負うこ 何 差異 い 児童 福祉 い

う立法趣旨 あ 児童 父母 婚 結果 生活環境 変化

け 状況 想定 あ 児童 いわゆ 母子家庭 あ

新 父 現 扶養 増え いう状況 想定 そ 間

状況 異 こ 着目 父 認知 いう観点 児童 観

点 児童扶養手当 支給対象 関 差異 設け こ 合理性 あ
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父 認知 伴い 給資格 喪失 い 父 認知 児

童 扶養 意思表示 行 解 民法 扶養義務 履行

見 べ あ いう観点 あ 認知 扶養義務 負う父

場 いう児童 好 い状況 生 婚姻外 児童 父

あ 第一義的 そ 父 扶養義務 果 そ

児童 養育さ こ そ 児童 福祉 好 いこ 考え

こ う 場合 児童福祉手当 支給 逆 認

知 父 扶養責任 棄 い

認知 け 一 給資格 喪失 父 子 一 遺棄

い 場合 法施行 一条 第一 再び児童扶養手当 支給さ

こ 規定 存在 婚姻外 児童 認知 け 否 いう一

応 基準 示 父 扶養 い 否 いうそ 実態 着

目 婚姻外 児童 児童扶養手当 支給 考慮さ い あ

児童扶養手当 全 費 賄わ い あ 右 述べ う

第一義的 新 父 認知 者 児童 扶養義務 果 さ

こ 見 仮 こ 果 さ 遺棄 状態 場合

改 手当 支給 再考 こ 社会的 合意 得 範 あ

施行 一条 第 いわゆ 行 懐胎 出

生 児童 う 血縁 父 明 場合 想定 法四条一項

四 父 生死 明 い児童 準 場合 類型化さ

あ 父母 婚姻 解消 場合 児童 境遇 婚姻外 児童 境遇

相当異 あ そ 父 生死 明 実 児

童 対 扶養 可能性 生 段階 支給対象 除外さ こ 均

衡 婚姻外 児童 父 認知さ こ 父 養育 可能性

生 こ 支給対象 除外さ こ あ

血縁 父 明 い 場合 実 婚姻関 様 情 あ 場

合 扱わ こ 測

実婚 解消 場合 居あ い 定期的 訪問 送 父 一定

責任 あ 状態 従前存在 い こ 前提 こ 意味 認

知 無 わ 婚 家庭 様 状況 あ こ 対 婚

姻外 婚 母 い こう 責任 あ 者 存在 い状

態 あ 母 自 選択 児童 養育 引 け こ

あ 実婚状態 解消 母子家庭 間 一定 差異 あ こ 明

あ
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件括弧書 父 認知さ 婚姻外 児童 父母 婚

姻 実婚 含 解消 児童 間 生活状況 違い 着目 設け

父 認知さ 婚姻外 児童 父母 婚姻 解消 児童

当 差 相当 合理性 あ

条約違 い

原告 主張 う

児童扶養手当法違 い

原告 主張 う

第 点 対 断

当裁 所 理 件括弧書 法 定 憲

法一四条 無効 あ 考え あ

一 憲法一四条一項 べ 国民 法 あ 人種 信

条 性 社会的身 又 門地 治的 経済的又 社会的関

い 差 さ い 規定 い こ 合理的 理 差

さ いこ 個人 尊厳 立脚 民主的社会 可 要件 あ

考慮 考え 法 憲法 最 重要 基 原理

一 いうこ

前掲 法一条 こ 法 父 生計 い い児

童 育成さ 家庭 生活 定 自立 進 寄 当該児童

い 児童扶養手当 支給 児童 福祉 増進 こ 目的

定 い こ 当 者間 い い 件処 経緯 照

件児童 婚姻外 児童 あ 血縁 父 認知さ

結果 件括弧書 そ 児童扶養手当 支給 打

あ 法四条一項一 規定 婚姻 実婚 含 解消

母 監護さ 児童 児童扶養手当 支給 け 比 差異

あ こ 明 あ

そ 母 件児童 懐胎 当時 血縁 父 母 法 婚姻

い う や 実婚 関 あ う 件児童 い 自

選択 こ 可能 あ そ 出生 決定さ 柄 あ

前記 差異 件児童 立場 見 そ 社会的 地位又 身

経済的関 い 差 的 扱 け こ

児童扶養手当 憲法 条 規定 趣旨 実現 目的

設定さ 社会保 法 制度 あ 最高裁 所昭和 七 七 七

大法廷 決民集七巻一 九七 頁参照 憲法 条 規定 趣旨

こ え 体的 う 立法措置 講 選択決定 立法府

広い裁量 委 い 手当 支給対象者 決定 広い裁量 委

法 委任 手当 支給対象者 定
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そ 委任 範 内 広範 裁量 認 一定 差異 生 憲

法一四条違 問 起こ い あ 見解 考え い

い 法 前記 目的 そ 支給要件 法四条一項

定 項 い そ 前各 準 状態 あ 児童

定 法施行 一条 そ 支給要件 定 そ

支給要件 何 合理的理 い 当 差 的 扱 う 内容 あ

当該支給要件 定 施行 裁量 範 逸脱

憲法一四条 定 法 直 違 いうべ あ

わ 一 法 委任 法四条一項一 い 四 準

状態 あ 児童 該当 要件 定立 そ 定立 あ 裁

量 余地 あ こ 何 合理的理 当 差 的 扱

う 内容 あ いこ 当然 あ こ そ 裁量

範 内 余地 い そ こ う 差 的 扱 け 者 こ

違憲・無効 あ こ 主張 そ 救済 求 こ 解

相当 あ

そこ 前記 差 的 扱 合理的 理 基 否

検討

扶養義務 民法 七七条 児童扶養手当 い

民法 父 非嫡出子 認知 民法七七九条 場合 出生

遡 親子関 生 法七 四条 父 児童 対 扶養義務 法

七七条 負うこ 児童扶養手当法 児童扶養

手当 ア児童 父母 法 婚 解消 場合 イ児童 認知さ 父

母 実婚 解消 場合 ウ父母 実婚 解消 児童 認知さ

場合 い 場合 父 扶養義務 負う わ こ 支

給さ こ い こ 対 ア児童 父母 実婚関 あ

父 認知 い場合 民法 扶養義務 負う父 存在 いこ

児童扶養手当 支給さ イ児童 母 配偶者 養育さ

い 場合 当該配偶者 児童 対 扶養義務 い 児童扶養

手当 支給さ い 法四条 項七 こ 点 加え 前記 法一条

目的や法 条 項 児童扶養手当 支給 婚姻関 解消 父

児童 対 履行 べ 扶養義務 程度又 内容 変更

い 定 い こ 考慮 法 父親 在 家庭 経済状

態 いう 実 着目 児童扶養手当 支給要件 設け い あ

そ 支給 扶養義務 父 存在 否 いうこ 間 必

関連性 持 い い いうべ あ

児童 扶養義務者 父 現 い 児童扶養手当
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支給 打 こ 法 趣旨 こ 点 婚姻外 児童 婚姻

実婚 含 解消 母 監護さ 児童 扱 異 合理的

理 得 い

被告 法 父母 婚姻 実婚 含 解消 場合 児童 生

活環境 変化 け こ 想定 こ 緩和 いう考え 児

童扶養手当 支給 対 証拠略 父 認知 場合 児童

扶養 義務 負う者 新 場 いう児童 好 い

情 生 こ 考え 児童扶養手当 支給 打 あ

件括弧書 合理性 主張

法 児童 生活環境 悪化 捉え こ 支給要件

見 こ 認知さ こ 児童 好 い 情 生

いうこ う

法一条 目的や 法四条一項一 い 支給要件 見

例え 項 当初 父 害 状態 あ 場合 考え

法 児童 生活環境 悪化 捉え そ 支給要件 い

いこ 明 あ こ 点 認知さ こ 児童

好 い 情 見 要 婚姻外 児童 う 認知さ

児童 認知さ い い児童 比較 こ こ 既 述べ

件 い 認知さ 婚姻外 児童 婚姻 実婚 含

解消 母 監護さ 児童 比較 そ 間 差 合

理的 あ 否 検討 い あ 右 情 好転 直

件差 合理性 根拠 こ い

右 情 好転 件差 合理性 根拠 そ

婚姻外 児童 認知さ 結果 婚姻 実婚 含 解消 母

監護さ 児童 社会的 経済的 見 良好 状態 こ

必要 考え け 一般的 い 婚姻外 児童 認知さ

い 婚姻 実婚 含 解消 母 監護さ 児童 比較

社会的 経済的 恵 生活環境 養育さ 考え こ

そ う 実関 認 べ 資料 い 婚姻外 児童 認知さ

いうこ 右児童 父 間 法 親子関 生 結果 扶

養義務 負う父 存在 点 父母 法 婚 解消 児童 状態

い 実婚 解消 父 そ 解消 前 問わ 児童

認知 場合 様 状態 いうこ 被告 右主

張 採用 い

被告 婚姻外 児童 父 現 あ 児童 福祉 観点及

び児童扶養手当 全 費 賄わ い こ 第一義的 そ

父 扶養義務 果 さ べ あ 仮 こ う 場合 児童扶養

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース ex L Ze C e x? e =

   



手当 支給 逆 認知 い 児童 扶養 う 父 扶養責

任 棄 い 危惧さ こ 差 理 主張

右 理 父母 法 婚 解消 児童 場合や 実

婚 解消 父 そ 解消 前 問わ 児童 認知 い 場合 そ

父 扶養義務 果 さ べ あ 婚姻 実婚 含 解消 支給

要件 一 こ 問 あ いうこ 右 主張 当

得 い

父母 婚姻 届出 い 場合 婚 届出 い 実 婚

状態 あ 母 監護さ 児童 父 一 遺棄 い 児童扶養手当

支給 け い 扱 さ い 認 証拠略 こ

右 児童 比 婚姻外 児童 認知さ 児童扶養手当

支給 こ 婚姻外 児童 え 厚 保護 こ い

疑問 検討 加え こ 点 実婚 解消 母 監護

さ 児童 婚姻外 児童 差 影響 及 い 法一

条 条 項 四条一項一 照 法 婚 父母 実 婚状態

あ 母 監護さ 児童 児童扶養手当 支給さ 解 こ

十 可能 あ 前記 扱 行 能率 観点 支給要件 認定

容易 明確 う 要請 考え 前記 疑問

当裁 所 断 左右 い

被告 認知さ 父 引 一 遺棄 い 場合 法施

行 一条 第一 児童扶養手当 支給さ こ

え認知さ 時点 扶養手当 支給 け こ 合理的

あ 主張 父母 法 婚 解消 児童 場合や 実婚

解消 父 そ 解消 前 問わ 児童 認知 い 場合 そ

う 実 問わ こ 直 児童扶養手当 支給さ 対 認

知さ 婚姻外 児童 少 一 間そ 支給 け こ

さ 遺棄 いう 態 い 児童扶養手当 支給 け

い あ 当該差 合理的 いうこ い

被告 父 認知 伴い 給資格 喪失 認知 父

児童 扶養 旨 意思表示 行 こ こう 民法

扶養義務 履行 見 いう観点 あ 主張 認知

父 当該児童 自己 子 認 制度 あ こ 伴い父 扶養義務

生 こ 認知 こ 直 父 児童 現実 扶養

結び 限 特 強制認知 民法七 七条 場合 右 う

意思表示 あ いえ いこ 明 あ 婚姻 解消

父 扶養義務 果 扶養料 支払 い 児童扶養手当 支給

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース ex L Ze C e x? e =

   

打 こ い あ 婚姻外 児童 認知 父 そ 扶

養義務 果 扶養料 支払 い 児童扶養手当 支給 打

合理的 いえ い

こ 法四条四項 父母 婚姻 実婚 含 解消 児童

そ 解消 属 前 け 父 所得 定

あ 児童扶養手当 支給 い 定 い こ 規定 見

児童扶養手当 支給 否 父母 婚姻 実婚 含 解

消 児童 い 父 入 婚姻外 児童 い 認知 各基準

い こ 者 場合 前者 場合 父 生活状

況 把握 困 あ こ 父 経済的援助 意思 推測さ

認知 基準 あ 一応考え いこ い 法

四条四項 現在施行さ 現段階 右立法 あ こ 前提

断 べ 問 あ 前記 認知 父 経済的援

助 意思 推測 こ 項 そ 書 い

父 国内 住所 いこ 父 所在 長期間明 いこ

そ 特 情 母又 養育者 父 当該児童 い 扶養義務

履行 求 こ 困 あ 認 こ 限 い

定 い こ 照 婚姻外 児童 そ 父 入や扶養義

務 履行可能性 全 問うこ 認知さ こ 児童扶養手当

支給 い 定 こ 合理 いう い

被告 施行 一条 第 いわゆ 行 懐胎

出生 児童 う 血縁 父 明 場合 想定 法四条一項

四 父 生死 明 い児童 準 場合 類型化さ

あ 父 認知 さ 父 明 場合 支給 打

合理的 あ 主張 婚姻外 児童 ア母 児童

懐胎 実婚 状態 いえ い 血縁 父 明 い

場合 イ右 意味 父 明 あ 場合 場合 あ 考え

そ 右イ 場合 準 いえ ，右ア 場合 当

初 血縁 父 明 い あ 父 生存 確認さ い

う 法 扶養義務 父 存在 い いう点 父母 実婚

解消 認知さ い い児童 類似 いうこ 右

主張 失当 あ

結局 認知さ 婚姻外 児童 対 件差 合理的 あ

理 見出 こ い

父母 婚姻 実婚 含 解消 児童 児童

扶養手当 支給 対 婚姻外 児童 認知さ 場合 児童扶

養手当 支給 い こ 何 合理的 理 見出 こ
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右差 明 合理 いうべ あ 件括弧書 法

定 憲法一四条 違背

第四 結論

第 婚姻外 児童 児童 認知さ こ 児童扶

養手当 支給対象外 件括弧書 父母 婚姻 解消 児童及び

実婚 解消 父 認知さ 児童 比較 婚姻外 児童 そ 社

会的 地位又 身 経済的関 い 明 差 あ

右差 合理的 理 いえ い 法 定

憲法一四条 違背 無効 いう い そ 余 点

断 件括弧書 基 件処 当然 違法 あ

件処 違法 あ こ 消 訴訟費用 負担

行 件訴訟法七条 民訴法 九条 適用 主文 決

裁 官 前川鉄郎 哲男 近 正晴
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 全 文全 文全 文全 文

文献番文献番文献番文献番   

児童扶養手当 給資格喪失処分 消請求 件

大阪高裁 六 行コ 七四

・ ・ 民 部 決

決

住所略

控訴人奈良県知 柿本善也

訴訟 理人弁護士 川村俊雄

指定 理人 山元裕 ほ 一

住所略

被控訴人 花子

訴訟 理人弁護士 住忍

多 実

福 英之

主 文主 文主 文主 文

一 原 決を 消

被控訴人 請求を棄却

訴訟費用 第一 審 被控訴人 負担

実及 理実及 理実及 理実及 理

第一 当 者 立

一 控訴人

主文 旨

被控訴人

本件控訴を棄却

控訴費用 控訴人 負担

第 案 概要
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案 概要 原 決一〇頁一行目 主 行目 違反

を 本件処分 適法 あ 改 控訴人及 被控訴人 各

主張 付加 ほ 原 決 実及 理 中 第 案

概要 欄 記載 あ こ を引用

一 控訴人 主張

本件括弧書 施行 一条 第 一部 全体

法四条一項 委任 基 認知 い婚姻外 児童を保護対

象者 児童扶養手当を支給 旨を定 規定 あ

本件処分 法四条一項所定 支給要件 い 該当

あ 適法 あ

本件括弧書 を無効 こ 実質 い 父 認知

婚姻外 児童を監護 母 手当を支給 言う 個 支給要件を定

規定を創設 あ 裁 所 自 児童扶養手当 支給

要件を創設 要件 存 こ を前提 本件処分を 消 こ

政 制定権者 権限を侵 あ 法 限界を超え 許

い

児童扶養手当を支給 保護対象者 父 認知 婚姻外 児

童 いう類型を規定 い い施行 一条 述べ 憲法一

四条一項 違反 い

一 児童扶養手当 憲法 条 規定 趣旨を実現 設け

社会保 制度 あ 具体的 う 制度を設け 選択決定

立法府 広い裁 い 社会権 保

実質的 等 実現を志向 あ こ 立法府 広い裁 を認

を得 い 憲法一四条一項 等原則 適用 立法府

裁 を尊 べ あ

こ 施行 一条 父 認知 婚姻外 児童を保護対象

児童扶養手当を支給 旨規定 い いこ 憲法一四条一項 違反

う を 断 い う 規定を設け こ 著

合理性を 明 裁 権 逸脱・濫用 見 を得 い あ

う 結果 何 合理的理 い 当 差 的 扱いを

あ う いう観 断 け い

法 四条一項一 い 四 限定 場合 児童 父 状

態 着目 基本的 保護範 を画 い こ 各 け 父

婚姻外 児童 父を含 い 法 婚姻外 児童を保護対象者

う 政 制定者 裁 い 解 法 婚姻外

児童を保護対象者 こ を当然 前提 い いこ 法四条一

項 他父 生計を い い児童 政 定
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規定を い いこ う うこ 法四

条一項一 い 四 児童 生活環境 悪化 を児童扶養手当 支給

要 指標 い 婚姻外 児童 当然 生活環境 悪化

あ いうこ 項一 い 四 準 状態 あ いえ い

婚姻外 児童を一律 保護 対象外 こ 裁 範 内

いうこ こ 父 生死 明 い場合 四 準

支給対象 四 場合 父 生存 明

保護対象 いこ 法律 婚姻 い 父母 居

児童 父 生計を い場合 児童扶養手当 支給要件 含 い

こ 等 均衡 を考慮 婚姻外 児童 認知 無 いう客観

的指標 保護対象者 う を画 こ 合理的 あ

裁 権 範 内 あ

児童扶養手当 児童を監護 母等 対 支払わ あ

婚姻外 児童 婚姻 懐胎 児童を比較 本件処分 憲法

一四条一項 違反 う を論 こ 給資格者 被控訴人

権利義務 直接関 い 情を 本件処分 違法をいう あ

失当 あ

被控訴人 主張

施行 一条 第 イ 母 婚姻 い 懐胎 児童

い 支給 ロ 前項 規定 わ 児童 父 認知

場合 支給 い いう規定 内容 あ 本件括弧書 実質

的 ロ 項 う 制限規定 あ こ こ 施行 制定 経

過 衆参両院 社会労働委員会 附 決議を け 婚姻外

児童を支給対象 こ を決定 支給制限を検討 い こ

法 父 生計を い児童 母子家庭 児童 を保護 目的

い こ 婚姻外 児童 法 保護を 定 い 母子家庭 児

童 該当 本件括弧書 こ を制限 趣旨 規定 あ こ

明 あ 本件括弧書を違憲無効 こ 制限規定 解除 あ

裁 所 権限 属

一 施行 衆参両院 社会労働委員会 附 決議を け 制定

あ 附 決議 内容 拘束 こ 無関 広範 裁

権 あ い 法 趣旨 目的及 附 決議 照 認知

婚姻外 児童 を児童扶養手当 支給対象 除外 こ 立

法 政 制定 当 裁 権 範 を逸脱

法四条一項一 い 四 生活環境 悪化 着目 児童扶養

手当 支給要件を規定 いこ 児童 生

父 生計を共 い い場合 あ 児童福祉手当 支給 場合
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あ こ 明 あ 法 父 実質的 在・母子家庭 着目

要件 定 い あ 本件括弧書 合理性 い

本件括弧書 あ こ 認知 婚姻外 児童 い 父

母 婚 嫡出子 異 児童扶養手当 支給 いこ 児童扶養手

当 支給 こ 認知を け こ 実 害 認知

請求権を害 い 本件括弧書 意味 非嫡出子全体を嫡出子 差

あ

児童扶養手当 児童を監護 母等 支給 あ

母等 児童 児童 わ 領 あ 児童

あ 児童を基準 差 合理性を検討 べ あ

第 証拠 略

第四 当裁 所 断

一 被控訴人 本件処分 本件括弧書を根拠規定 あ

主張 趣旨 本件括弧書 法四条 項 い 四項 様

独立 児童扶養手当支給 消極要件を定 あ 本件処分 こ

消極要件 該当 本件括弧書を根拠規定 あ

理解 こ を前提 解

児童扶養手当 法四条一項各 い 該当 児童 母

児童を監護 又 児童 母 外 者 児童を養育

母又 養育者 対 支給 あ 法四条一項

児童 条 項各 い 該当 児童 支給

条 項 母又 養育者 条 項各 い 該当

母又 養育者 支給 条 項 法九条 い

一一条 規定 該当 あ 児童扶養手当 全部

又 一部 支給 停止 い

こ う 法 規定を見 法四条一項 児童扶養手当 支給 積極

要件を定 条 項及 項 消極要件を定 法九条 い 一一

条 支給制限 を規定 あ こ 法四条一項各 児童扶養

手当支給 積極要件 一 あ 支給対象 児童を定 あ こ

明 あ ，施行 一条 法四条一項 委任を

け 制定 あ 条各 児童扶養手当 支

給対象 児童を定 いうこ う 施行 一

条 第 本件括弧書を含 全体 条 他 様 児童

扶養手当 支給対象 児童を定 規定 あ 自体 中 児

童扶養手当 支給対象 児童を規定 ほ 消極要件 規定

い 解 こ い

こ 被控訴人 施行 一条 第 イ 母 婚姻
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い 懐胎 児童 い 支給 ロ 前項 規定 わ 当

該児童 父 認知 場合 支給 い いう規定 一 あ

本件括弧書 規定 ロ 項 当 消極要件を規定 あ

旨主張 本件括弧書 あ こ 児童扶養手当 支

給 う いう結論 い 被控訴人 主張 う 規定 あ

場合 一 結果 前述 施行 一条 児

童扶養手当支給 積極要件中 支給対象児童を規定 四条一項 委任

を け あ 法四条一項一 い 四 準 支給対象児童

を規定 あ 消極要件を規定 こ 委任 範 を超え

解 こ 被控訴人主張 う 解 こ い

述べ 施行 一条 第 本文 括弧書 いう

規定 一体 母 婚姻 い 懐胎 児童 あ

父 認知 い い を児童扶養手当 支給対象 こ を定

規定 あ

本件括弧書 独立 児童扶養手当支給 消極要件を規定

あ こ 本件処分 本件児童 本件括弧書 規定 扶養手当

給 消極要件 該当 至 こ を理 あ こ

を前提 被控訴人 主張 前提を こ 主張

う 婚姻 い 懐胎 児童 あ 父 認知 を

児童扶養手当 支給対象 規定を い いう立法 い 政 制定

作 を違法

施行 一条 第 う 本件括弧書 を 出

を無効 本件括弧書 無効を理 本件処分を 消 こ 一

体 母 婚姻 い 懐胎 児童 あ 父 認知 い

い を児童扶養手当 支給対象 こ を定 施行 一条 第

規定 趣旨 反 法四条一項各 施行 一条 各 を含 児

童扶養手当 支給対象 規定 い母 婚姻 い 懐胎 児

童 あ 父 認知 い 児童扶養手当 支給対象 含

法律又 政 存在 う 法律又 政 を適用 本

件処分を 消 こ 一 結果 立法府又 政 制定者 権限を

侵 こ 許 い

要 本件処分 本件児童 法四条一項各 規定 支

給対象児童 い 該当 いうべ こ

本件児童 認知 こ 施行 一条 第 規定 児童

該当 こ 当 者間 い 弁論 全趣旨

法四条一項各 規定 他 支給対象児童 い 当 いこ

認 本件処分 適法 あ
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本件括弧書 婚姻 い 懐胎 児童 父 認知

を支給対象 いこ い 説示

憲法一四条一項等 違反 い 解 被控訴人 い 本件児

童 本件括弧書 規定 生 こ 本件児童 施行 一条

第 規定 児童 該当 こ 当 者 い い

本件処分 適法 あ

児童扶養手当 憲法 条 規定 趣旨を実現 目的を 設定

社会保 制度 あ 憲法 条 規定 趣旨 こ え 具体

的 う 立法措置を講 選択決定 立法府 広い裁

最高裁昭和 一 行ツ 第 〇 七 七 七日大法廷

決・民集 六巻七 一 頁参照 う 児童を児童扶養手当

支給対象 立法府 裁 範 属 柄 見 べ あ

憲法一四条一項 合理的理 い差 を禁止 い 憲

法 条 規定 要請 こ え 制定 法 い 支給要件等

い 何 区 設け い 場合 何 合理的理 い

当 差 的 扱い あ 立法府 合理的 裁 断 限界を超え い

認 憲法一四条一項違反 問題 生 いうべ

あ

本件括弧書 憲法一四条一項 違反 う 父

認知 婚姻 い 懐胎 児童を児童扶養手当 支給対象

いこ 何 合理的理 い 立法府 合理的 裁

断 限界を超え う いう観 断 べ あ

法 父 生計を い い児童 育成 家庭 生活 安

定 自立 進 寄 当該児童 い 児童扶養手当を支給

こ 児童 福祉 増進を こ を目的 い あ

法一条 べ 父 生計を い い児童を児童扶養手当 支

給対象 いう政策を採用 法四条一項各 該当 児童 を

支給対象 い こ 法一条 四条一項 文理 明 あ

前述 衆議院及 参議院 社会労働委員会 各附 決議 委員会

希望を表明 何 法的 効力を いこ

附 決議 性質 明 あ 項 政 指定

児童 項一 い 四 規定 児童 準 児童 ほ 特

段 制限を付 い い 項一 い 四 規定 児童 準

児童 中 児童扶養手当 支給対象 児童 類型を指定 こ を政

制定者 裁 い いうべ あ

こ 法四条一項自体 具体的 規定 い 児童扶養手当 支給対

象 あ 児童 父母 婚姻を解消 児童 項一 父
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死亡 児童 項

父 政 定 程度 害 状態 あ 児童 項

父 生死 明 い児童 項四 イ 父 存在

父 児童を扶養 こ を期待 こ 困 類型 う 一定

ロ 父 存在 い 父 扶養を け

こ い類型 児童 う 一定

父 存在 明 場合 あ 場合 児童 扶養 いう

存在 い 視 得 い 児童扶養手当 支給対

象 あ こ をう うこ

項 委任 基 制定 施行 一条 父

引続 一 遺棄 い 児童 条一 父 法 引

続 一 拘禁 い 児童 条 母 婚姻

い 懐胎 児童 父 認知 児童を除 条 及

前 該当 う 明 い児童 条四 を児童扶養手当 支

給対象 こ を規定 い こ イ 父 存在

父 児童を扶養 こ を期待 こ 困 類型 児童

及 ロ 父 存在 い 父 扶養を け こ

い類型 児童

支給対象 解 こ わ

施行 一条 第 規定 児童 父 存在 い 父 児童を

扶養 こ い場合 あ 法四条一項 又 四 準

規定 解 こ

父 存在 児童 い 父 存在 自体 当該児童 育成

家庭 生活 安定 自立 進 寄 児童扶養手当を支

給 必要性 類型的 肯定 場合 あ ロ を指標

児童扶養手当 支給対象 児童 範 を画 こ 合理

的 あ う 反面 父 存在 いう指標 該

当 実 場合 わ 父 存在 至 場合

他 支給対象児童 実 あ 場合 類型的 児童扶養手当

必要性 こ 合理的 いうこ

立法者 裁 範 内 属 解 本件括弧

書 こ 父 存在 いう指標 該当 実を規定

あ こ う 指標 児童扶養手当 支給対象

を画 こ 合理 いえ い 本件括弧書を設け こ 婚姻

い 懐胎 児童 父 認知 を支給対象 いこ

立法府 い 政 制定者 裁 範 内 属 解 憲法一四

条一項 違反 いえ い
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本件括弧書 存 結果 母 婚姻 い 懐胎 児童 い

児童扶養手当 支給 い 場合 当該児童 父 認知

当該児童 児童扶養手当 支給対象 父 当該児童

対 扶養義務を尽 否 わ 当該児童を監護 い 母又

養育者 児童手当 給権を喪失 こ 様 結果

父 存在を指標 解 前記 及 場合 生

あ わ 父 死亡 又 父 生死 明 あ

児童扶養手当 支給 い 場合 当該児童 養子縁組を

又 父 生存 確認 養父 い 生存 確認 父

当該児童 対 扶養義務を尽 う わ 法四条一項

又 四 支給対象児童 こ を理 児童扶養手当 給

権 消滅 解 あ こ 結果 当該児童 い 父 存

在 いう支給対象児童 あ 要件 け あ 母 婚姻

い 懐胎 児童 あ こ 当該児童 い 当該児童を監護

母又 養育者を差 い

前記説示 照 条約違反 主張 失当 あ 本件

括弧書を設け こ 施行 一条 第 婚姻 い 懐胎 児童

父 認知 を支給対象 いこ 法 委任 範 内 あ

こ 明 あ

第 結論

本件処分 消 を求 被控訴人 請求 理 い こ

を棄却 べ あ こ 異 原 決を 消 被控訴人 請求

を棄却 こ 訴訟費用 負担 い 行政 件訴訟法七条 民

訴訟法九六条 八九条 従い 主文 決

大阪高等裁 所第 民 部

裁 長裁 官 山中紀行 裁 官 武 多喜子 裁 官 水 敏
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 全 文全 文全 文全 文

文献番号文献番号文献番号文献番号   

児童扶養手当資格喪失処 消請求事件

最高裁 所第一小法廷 成 行ツ 第 号

成 日 決

主 文主 文主 文主 文

原 決を破棄

被 告人 控訴を棄却

控訴費用 び 告費用 被 告人 負担

理理理理

告 理人 住忍，同多 実，同 保典，同福井英之 告理 い

児童扶養手当法 法 いう 条 項 ，児童扶養手当 支

給要件 ，都道府県知事 各号 い 該当 児童 母 そ

児童を監護 ，又 母 い 若 く 母 監護を い場合

い ，当該児童 母 外 者 そ 児童を養育 ，そ 母又 養育

者 対 ，児童扶養手当を支給 ，支給対象 児童 ， 父

母 婚姻を解消 児童 号 ， 父 死亡 児童 号 ， 父

政 定 程度 障害 状態 あ 児童 号 ， 父 生死 明

い児童 号 ， そ 他前各号 準 状態 あ 児童 政

定 号 を規定 い 規定 場合を含 ，法 い

う 婚姻 ，婚姻 届出を い い 事実 婚姻 同様 事情

あ 場合を含 い 法 条 項 ，本 決 い

同 そ ，児童扶養手当法施行 成 政 第 号

改正前 施行 いう 条 ，法 条 項 号

規定 政 定 児童 ， 父 母 児童を懐胎 当時婚姻 届

出を い い ，そ 母 事実 婚姻 同様 事情 あ 者を含

号 い 同 引 続 遺棄 い 児童

号 ， 父 法 引 続 拘禁 い 児童 号 ，
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母 婚姻 婚姻 届出を い い 事実 婚姻 同様 事情 あ

場合を含 い 懐胎 児童 父 認知 児童を除

く 号 ， 前号 該当 う 明 い児童

号 を規定 い

原審 適法 確定 ， 告人 ，婚姻 い 子

を懐胎，出産 ， を監護 ，施行 条 第 号 該当

児童を監護 母 成 児童扶養手当 支給を い

，同 日，子 そ 父 認知 ，被 告人 ，

児童扶養手当 給資格 消滅 ，同 日付

児童扶養手当 給資格喪失処 本件処 いう を い

う あ

記事実 ，原審 ， 断 ，本件処 消 を

求 告人 請求を認容 第 審 決を 消 ， 告人 請求を棄却

施行 条 第 号 ， 父 認知 児童を除く

括弧書部 本件括弧書 いう を含 ，全体 児童扶養

手当支給 積極要件 あ 支給対象 児童を定 規定 あ ，本件

括弧書 独立 児童扶養手当支給 消極要件を定 いえ い

同号 規定 う 本件括弧書 を 出 ，そ を無効 本件処

を 消 ，母 婚姻 い 懐胎 児童 婚姻外懐胎

児童 いう あ 父 認知 い い を児童扶養手当 支

給対象 を一体 定 同号 規定 趣旨 反 ，法 び施行

児童扶養手当 支給対象 規定 い い父 認知 婚姻外

懐胎児童 い 児童扶養手当 支給対象 含 法 存在

，そ う 法 を適用 本件処 を 消 同一 結果

，立法府又 政 制定者 限を侵 ，許 い

，本件括弧書を設 ，憲法 違反

く，法 委任 範 内 あ 法 ，法 条 項 号 い 号 規定

児童 準 児童 中 児童扶養手当 支給対象児童 類型を指定

を政 制定者 裁量 ゆ い ，法 条 項 号 び 号 ，

父 存在 い 父 扶養を い類型を定

あ ，施行 条 第 号 ， 準 規定 解

父 存在を指標 児童扶養手当 支給対象 児童 範

を ，そ 合理的 いう ，そ 反面

，父 存在 いう指標 該当 事実 く 場合 ，類型的

児童扶養手当 支給対象 必要性 く ，そ

合理的 いう 本件括弧書 ， 父
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存在 いう指標 該当 事実を規定 あ ，本件括弧書を設

，立法府 い 政 制定者 裁量 範 内 属 解 ，

違憲，違法 いえ い

，原審 記 断 ，是認 い そ 理

あ

施行 条 第 号 規定 ，婚姻外懐胎児童を児童扶養手当 支

給対象児童 ，認知 児童をそ 除外 明

確 立法的 断を示 い 解 そ ， う 認知

児童を児童扶養手当 支給対象 除外 いう 断 違憲，違法

評価 場合 ，同号 規定全体を 可 一体 無効

く，そ 除外部 を無効 ，い 何

立法的 断 い い部 裁 所 新 立法を行う 同

視 いえ い ，本件括弧書を無効 本件処

を 消 ，裁 所 立法作用を行う 許 い いう

い

そ ，政 制定者 施行 条 第 号 い 本件括弧書を設

，法 委任 範 を超え いう 否 い

検討

法 ，父 生計を同 く い い児童 育成 家庭 生活 安定

自立 進 寄 ，当該児童 い 児童扶養手当を支給 ，

児童 福祉 増進を を目的 い 法 条 ，父 生計を

同 く い い児童 べ を児童扶養手当 支給対象児童 旨を規定

く，そ 条 項 号 い 号 い 一定 類型 児童を掲

支給対象児童 ，同項 号 そ 他前各号 準 状態 あ 児童

政 定 を支給対象児童 い 同号 委任 範

い ，そ 文言 ，法 趣旨や目的， ，同項 一定

類型 児童を支給対象児童 掲 趣旨や支給対象児童 者

均衡等を 考慮 解釈 べ あ

法 ，いわゆ 死 母子世 を対象 国民 金法 母子福祉 金

支給 い 均衡 ，いわゆ 生 母子世 対 同様

施策を講 べ あ 議論を契機 制定 あ ，法

条 項各号 規定 類型 児童 ，生 母子世 児童 限定

， 条 目的規定等 照 ，世 生計維持者 父 現

実 扶養を期待 い 考え 児童， わ ，児童 母

婚姻 あ う 父 存在 い状態，あ い 児童 扶養 観点

同視 状態 あ 児童を支給対象児童 類型化

い 解 母 婚姻 懐胎，出産 婚

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース e Ze C e ? =

   

姻外懐胎児童 ，世 生計維持者 父 い い児童 あ ，父

現実 扶養を期待 い類型 児童 当 ，施行 条

第 号 本件括弧書を除い 本文 い 婚姻外懐胎児童を法 条 項

号 い 号 準 児童 い ，法 委任 趣旨 合

あ 一方 ，施行 条 第 号 ，本件括弧書を設 ，父

認知 婚姻外懐胎児童を支給対象児童 除外 い

確 ，婚姻外懐胎児童 父 認知 ，法 父 存

在 状態 あ ，法 条 項 号 い 号 法 父 存

否 支給対象児童 類型化を 趣旨 い 明 あ

，認知 当然 母 婚姻 形成 世 生計維

持者 父 存在 状態 わ い ，父 認知

通常父 現実 扶養を期待 いえ い

，婚姻外懐胎児童 認知 法 父 い 状態

，依然 法 条 項 号 い 号 準 状態 続い い

いうべ あ そう ，施行 条 第 号 本件括弧書を除い

本文 い ，法 条 項 号 い 号 準 状態 あ 婚姻外懐胎児

童を支給対象児童 ，本件括弧書 父 認知 婚姻外懐

胎児童を除外 ，法 趣旨，目的 照 両者 間 均衡を ，

法 委任 趣旨 反 いわ を得 い

原 決 ，法 条 項 号 父 死亡 児童 び 号 父

生死 明 い児童 ，父 存在 い 父 扶養を

い類型を定 あ ，施行 条 第 号 ，本件括弧

書を含 準 規定 あ ，父 認知

給資格 失わ ，法 条 項 号 び 号 支給対象

児童 い 養父 出現や父 生存 確認 父 存在 いう

事実 く 父 扶養義務を尽く 否 わ 児童扶養手当

支給 打 同様 あ ， 記各号 定

父 死亡や父 生死 明 ，単 法 父 存在 く，世

生計維持者 父 存在 場合を類型化 いう

あ ， 記各号 場合 養父 出現や父 生存 確認 世 生

計維持者 父 存在 状態 解消 そ 給資格を喪失

，認知 法 父 存在 一事を

給資格を喪失 を同一視 い いうべ あ

そ ， う 解 ，事実 婚姻 あ 父母 間 出

生 児童 ，事実 婚姻 解消 法 条 項 号 支給対象

児童 場合 い ，そ 父 認知 あ ，そ 給

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース e Ze C e ? =

   



資格 消長を来 い 解 い 整合

あ ，施行 条 第 号 父 認知 婚

姻外懐胎児童を本件括弧書 児童扶養手当 支給対象 児童 範

除外 法 委任 趣旨 反 ，本件括弧書 法 委任 範 を

逸脱 違法 規定 無効 解 べ あ そう ，そ 余 点

い 断 く，本件括弧書を根拠 本件処 違

法 いわ を得 い

，原審 前記 断 ，法 解釈適用を誤 違法 あ

，そ 違法 決 影響を 明 あ 論旨 ， 趣旨

をいう 理 あ ，原 決 破棄を免 い そ ，前記説示

， 告人 請求を認容 第 審 決 ，結論 い 是認

，被 告人 控訴を棄却 べ あ

，裁 官 顯 反対意見 あ ，裁 官全員一 意見 ，

主文 決

裁 官 顯 反対意見 ， あ

私 ，多数意見 本件括弧書 法 委任 範 を逸脱 違法 規定

無効 あ 解 ，賛成 い そ 理 ，

あ

多数意見 ，法 条 項各号 規定 児童 世 生計維持者

父 現実 扶養を期待 い 考え 児童を支給対

象児童 類型化 い 解 ，婚姻外懐胎児童 世 生計維持

者 父 い い児童 あ ，認知 世 生計維持者

父 存在 状態 わ い ，父 認知 婚姻外懐胎児

童を支給対象児童 い本件括弧書 法 委任 趣旨 反 ，無効 あ

，児童扶養手当 制度 ，多数意見 指摘 ，死 母子世

母子福祉 金 支給 い ，生 場合 ，死 場合

同様， 児童 経済状態 悪化 異 い ，死 母

子世 均衡 ，生 母子世 対 同様 施策を講 を主

眼 創設 あ ， ， 同視 状態 あ

児童 あ 父 死亡 児童， 父 一定 障害 状態 あ 児

童 事故，疾病等 父 障害者 少 く い び

父 生死 明 い児童を支給対象児童 明記 ， 準

状態 あ 児童 政 定 支給対象児童

あ 法 世 生計維持者 父 い い児童 べ を

支給対象児童 い ，そ 文言 明 あ ，

， を前提 ，法 議決 当 衆議院 社会労働委員会 ，政
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府 父 生計を同 く い い べ 児童を対象 児童扶養手当を

支給 う措置 を求 い 付 決議 法的効力を持

い ，いう い 裏付 父

生計を同 く い い児童 べ く，父母 婚等そ 児童

経済状態 悪化 特 事情 あ 児童 限 児童扶養手当を支給

社会保障立法 ，憲法 反 い ，最高裁昭和 行

ツ 第 号同 日大法廷 決・民集 巻 号 頁 照

明 あ を，多数意見 う ，法 世 生計維持者

父 い い児童を類型化 支給対象児童 い 解 ，

そ 一 典型 あ 婚姻外懐胎児童 い ，法 条 項 列記 い

説明 困 思わ

う 解 べ ，内 ，法 条 項 号 委任 基

，政 を定 場合 ，婚姻外懐胎児童を支給対象児童 を義務

付 い い 同号 同項 号 号 準 状態

あ 児童 政 定 を支給対象児童 包括的，抽象的

定 趣旨 ， う 状態 あ 児童を同項 号 号 準

状態 あ 政 定 を，政 制定 者 あ 内 裁量 ゆ

い いうべ あ そ ，内 婚姻外懐胎児童を支給対

象児童 政 定 場合 ，父 認知 認知 い

い 異 扱いを ， 異 扱う 合理的理 あ

， 裁量 範 内 あ 解 同 婚姻外懐胎児童 あ

，父 認知 父 対 扶養請求 を持 認知 い

い そ う 利 い ，社会福祉制度 一 あ 本件児

童扶養手当 支給 い ，認知 い い を支給対象児童

合理的 理 あ ，施行 条 第 号 括弧書部 法 委

任 趣旨 反 解 い う 解 ，認知を

児童 父 引 続 遺棄 い 場合 ，法 条 項 号

号 又 施行 条 第 号若 く 号 該当 場合 ，婚

姻 あ 父母 間 出生 児童 同 事 基 児童扶養手当 支

給を あ ，格段 利益を いえ

い 多数意見 ，事実 婚姻 あ 父母 間 出生 児童 事実

婚姻 解消 児童扶養手当 支給を い 場合 ，そ

父 認知 給資格 消長を来 い ，婚姻外懐胎児童 場

合 父 認知 給資格を く ，整合性 う

いう ，事実 婚姻 あ 父母 間 出生 児童 い ，法

，父 認知 無 わ ，父 あ 法を適用
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い あ ，認知 法 適用 新 父 出現

い 対 ，婚姻外懐胎児童 場合 ，父 認知 初 父 あ

あ ， 給資格 ，認知 扱い 異 ，

整合性 い

児童扶養手当 ，前記 ， 婚等 経済状況 悪化 母子家

庭等 支給 社会保障 給付 あ ，そ 運用 ， 趣旨

従 行わ べ あ ，従前児童扶養手当を 事

い 給資格 該当 く 場合 ，他 給資格 あ 場合

， 給資格喪失処 を 許 い 解 相当 あ

そ ，本件 う 父 認知を ，施行 条

第 号 給資格を く 場合 ，同条 号 規定 児童

該当 場合 あ 十 予想 ，児童扶養手当 給資格喪失

処 適否を 断 当 ，同号等 該当 事 無を釈明，

審理 必要 あ いうべ あ

， 点を 断 ，原 決を破棄 ，本件を原審 差 戻

相当 あ

裁 長裁 官 井嶋一 裁 官 藤井正雄 裁 官 顯 裁 官

深澤武久
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